
 
東

京
都

災
害

廃
棄

物
処

理
事

務
実

施
要

綱
 

 
（

制
定

）
平

成
２

５
年

１
２

月
１

６
日

付
２

５
環

廃
一

第
８

３
６

号
 

  （
目

的
）

 
第

１
条

 
こ

の
要

綱
は

、
災

害
廃

棄
物

処
理

の
事

務
の

委
託

に
関

す
る

規
約

（
平

成
25

年
11

月
22

日
決

定
25

環
廃

循
第

37
2
号

。
以

下
「

規
約

」
と

い
う

。）
に

基
づ

き
大

島
町

か
ら

都
に

委
託

さ
れ

た
事

務
（

以
下
「

災
害

廃
棄

物
処

理
事

務
」

と
い

う
。）

の
管

理
及

び
執

行
（

以
下

「
本

事
業

」
と

い
う

。）
に

つ
い

て
、

基
本

的
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

 (本
事

業
の

概
要

) 
 

第
２

条
 

東
京

都
（

以
下
「

都
」
と

い
う

。）
は

、
災

害
廃

棄
物

を
都

内
地

方
公

共
団

体
及

び
民

間
事

業
者

等
と

共
同

し
て

適
正

に
処

理
す

る
。

 
 (用

語
) 

 
第

３
条

 
こ

の
要

綱
に

お
い

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
 (

1)
 

災
害

廃
棄

物
 

規
約

第
１

条
に

よ
り

大
島

町
が

都
に

処
理

を
委

託
し

た
一

般
廃

棄
物

 
 (

2)
 

都
内

地
方

公
共

団
体

 
都

内
の

区
市

町
村

及
び

廃
棄

物
処

理
の

事
務

の
一

部
を

共
同

処
理

す
る

一
部

事
務

組
合

 
 (

3)
 

民
間

事
業

者
 

廃
棄

物
の

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
４

５
年

法
律

第
１

３
７

号
）

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の

設
置

の
許

可
を

受
け

て
い

る
者

又
は

同
法

第
１

５
条

の
２

の
５

の
規

定
に

よ
る

届
出

を
行

っ
た

者
 

 （
実

施
体

制
）

 
第

４
条

 
都

は
、

本
事

業
を

効
率

的
か

つ
迅

速
に

行
う

た
め

体
制

を
整

備
す

る
と

も
に

、
次

の
と

お
り

本
事

業
を

実
施

す
る

。
 

 (
1)

 
都

は
、

大
島

町
と

、
規

約
第

７
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

本
事

業
を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
協

議
を

行
う

。
 

 (
2)

 
都

は
、

災
害

廃
棄

物
の

運
搬

及
び

処
分

を
都

内
地

方
公

共
団

体
又

は
民

間
事

業
者

に
委

託
す

る
。

 
 (

3)
 

都
は

、
本

事
業

を
効

率
的

に
行

う
た

め
、

東
日

本
大

震
災

に
お

け
る

災
害

廃
棄

物
受

入
事

業
を

実
施

し
た

経
験

を
有

す
る

公
益

財
団

法
人

東
京

都
環

境
公

社
（

以
下
「

公
社

」
と

い
う

。）
に

対
し

、
技

術
的

支
援

及
び

人
的

支
援

を
求

め
る

。
 

 
(実

施
期

間
) 

第
５

条
 

本
事

業
の

実
施

期
間

は
、

平
成

２
５

年
１

２
月

１
６

日
か

ら
平

成
２

７
年

３
月

３
1
日

ま
で

と
す

る
。

 
２

 
本

事
業

の
目

的
が

達
成

さ
れ

た
と

き
は

、前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、本

事
業

を
そ

の
時

点
に

て
終

了
す

る
。

 
 (経

費
の

負
担

) 
第

６
条

 
本

事
業

は
都

の
会

計
年

度
ご

と
の

予
算

の
範

囲
内

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

２
 

都
は

、
第

４
条

第
２

号
に

係
る

経
費

を
大

島
町

に
対

し
請

求
す

る
。

 
３

 
都

は
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

公
社

が
第

４
条

第
３

号
に

規
定

す
る

技
術

的
支

援
及

び
人

的
支

援
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

を
負

担
す

る
。

 
 （

そ
の

他
）

 

第
７

条
 

こ
の

要
綱

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

本
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。
 

  
 

 
附

 
則

 
 

こ
の

要
綱

は
、

平
成

２
５

年
１

２
月

１
６

日
か

ら
施

行
す

る
。

 
   

資料８
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